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本書は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）の業務規程第８０条の規

定に基づく「電源接続案件一括検討プロセス（以下「一括検討」という。）」実施に関す

る手続、その他同プロセスを円滑に運営するために必要となる事項についてまとめたも

のである。なお、本書で使用する用語は特に定義しない限り、電気事業法並びに本機関

の定款、業務規程及び送配電等業務指針における用語と同一の意味を有するものとする。 

１．一括検討の概要 

１．１ 一括検討とは 

 系統連系希望者が、発電設備等を送電系統に連系等するにあたり、一般送配電

事業者に接続検討申込みを行った結果、送電系統の容量が不足し、増強工事が

必要となる場合がある。このような場合、仮に近隣で系統連系希望者がいるに

もかかわらず、単独での連系等を前提に増強工事を行うと継ぎ接ぎの非効率な

系統整備となる恐れがある。また、工事費負担金が高額である場合には、単独

負担を前提とすると工事費負担金を支払うことが困難であるとして、系統連系

が進まない状況となる恐れもある。そこで、近隣の案件も含めた対策を立案し、

そこでの連系等を希望する系統連系希望者で増強工事費を共同負担することに

より、効率的な系統整備等を図ることを目的とする手続である。 
 一括検討は一般送配電事業者が主宰する。 

１．２ 一括検討のフロー 

 系統アクセス業務の主なフローは図１のとおり（点線部が一括検討の範囲）。ま

た、主な進め方は別紙１を参照。 
 各項目の詳細は図２に記載の章を参照。 

 
図１ 系統アクセス業務における一括検討のフロー 
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図２ 本書内における各項目の記載箇所 

１．３ 一括検討開始の対象となり得る設備 

 一括検討開始の対象となり得る設備（以下「一括検討開始対象設備」という。）

は特別高圧の送電系統（特別高圧と高圧を連系する変圧器を含む。図３参照）
※1とする。 

 
図３ 一括検討開始対象設備の例 

                                                   
※1：送電線や変圧器等の設備をいう。なお、効率的な系統整備の観点等（※６参照）から、以下の

設備は対象外とする。 

・発電設備等の設置場所から既設送電系統の連系点までの間に新設する設備 

・配電用変電所におけるバンク逆潮流の対策に必要な設備 

・Ｎ－１故障時に発電抑制を実施できるようにするための設備 
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１．４ 一括検討で募集する対象電源 

 一括検討で募集する電源は「募集対象エリアにおいて、高圧又は特別高圧の送

電系統に連系等して電力を流入する発電設備等」とする。 

１．５ 一括検討の留意事項 

 一般送配電事業者は、一括検討中に系統連系希望者から受領した資料を当該一

括検討の遂行及び当該一括検討完了後の系統アクセス業務以外の目的で使用し

ない。また、同資料については返却しない。 
 一括検討の開始申込み及び応募申込みをした系統連系希望者が、本機関の送配

電等業務指針又は本書に違反した場合その他当該一括検討の公平性又は透明性

を阻害する行為等を行った場合は、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者

を一括検討から辞退したものとして取り扱う（以下「辞退扱い」という。）こと

ができる。 

２．一括検討開始の申込み 

２．１ 系統連系希望者による一括検討開始の申込み 

一括検討開始の申込みができる条件 
 系統連系希望者は、接続検討の回答者が本機関又は一般送配電事業者であるか

を問わず、接続検討の回答において、系統連系工事が一括検討の対象となる可

能性がある旨の回答を受領した場合は、一般送配電事業者に対し、一括検討開

始の申込み（以下「開始申込み」という。）を行うことができる。ただし、次の

各項に該当する場合はこの限りではない。 

(a) 系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含まれる場合で、系統連系希望

者が、当該送電系統において、計画策定プロセスの提起を行っている場合 

(b) 接続検討の回答後、発電設備等の連系先となる送電系統において一括検討

が開始された場合 

(c) 接続検討の回答日から１年を経過した場合 

開始申込みに関する書類の提出 
 一括検討の開始を希望する系統連系希望者は、開始申込みに必要な書類を一般

送配電事業者に提出する。 

(a) 開始申込みに必要な提出書類 

 電源接続案件一括検討プロセス開始申込書 
 接続検討回答書の表紙（写し）※2 

                                                   
※2：電源接続案件一括検討プロセス開始申込書に記載する接続検討回答書の番号等、具体的件名が

確認できる箇所の写しを添付する。なお、同一地点で同一系統連系希望者が複数の接続検討回

答書を所有している場合等により、回答書全文の写しが必要となるときがある。 
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(b) 提出先 

 一般送配電事業者の窓口（一般送配電事業者はウェブサイトへ詳細を公表

する） 

(c) 提出方法 

 一般送配電事業者が定める方法とする（一般送配電事業者はウェブサイト

へ詳細を公表する）。ただし、郵送の場合は簡易書留等の配達の記録が残る

方法とする。 

(d) 提出部数 

 １部 

開始検討料の支払い及びその扱い 

(a) 開始検討料の支払い 

 一般送配電事業者は、系統連系希望者から開始申込みに必要な提出書類を

受領した場合は、当該系統連系希望者に対し、開始検討料の額※3を通知す

るとともに、開始検討料の支払いに必要となる書類を送付する。 
 開始検討料の額は接続検討に関わる検討料（後記４．２（２）参照。以下

「検討料」という。）と同額とする。 
 開始検討料の支払いに必要となる書類を受領した系統連系希望者は、速や

かに開始検討料を支払い、その後、一般送配電事業者に対し、その旨通知

しなければならない。 

(b) 開始検討料の扱い 

 開始検討料は一括検討における検討料に充当する。一般送配電事業者は、

開始検討料が入金されていることを確認したときは、系統連系希望者に対

し、その旨通知する。 
 一般送配電事業者は、一括検討が開始されない場合その他の正当な理由が

ある場合は、開始検討料を支払った系統連系希望者に対し、開始検討料を

返還する※3。 

開始申込みの受付 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者から開始申込みに必要な提出書類を受領

した場合には、提出書類に必要事項が記載されていること及び開始検討料が入

金されていることを確認の上、開始申込みを受け付ける。ただし、提出書類に

不備がある場合※4には、提出書類の修正を求め、不備がないことを確認した上

で受け付ける。 

                                                   
※3：振込手数料は系統連系希望者負担とする。 

※4：記載内容が判読できない場合や発電設備等の設置場所や受電地点が不明確な場合等のことをい

う。 
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 一般送配電事業者は、開始申込みをした系統連系希望者が、他の一括検討又は

過去の電源接続案件募集プロセス※5において、工事費負担金補償金を、支払期

日までに支払わなかったことがある場合には、当該系統連系希望者に対し、一

括検討の受付に際し、当該一括検討に関する第三者の支払保証書類等（金融機

関の債務保証等、他の系統連系希望者に影響がないことを担保するもの）を提

出するよう求める。 
 系統連系希望者が第三者の支払保証書類等の求めに応じない場合、一般送配電

事業者は、当該系統連系希望者の開始申込みは受け付けない。 

２．２ 開始申込みに対する手続き 

一括検討開始の判断 
 一般送配電事業者は、開始申込みを受付後、開始申込みの内容を確認し、効率

的な系統整備の観点等※6から一括検討を開始することが必要と判断した場合は、

一括検討を開始する。開始する例は図４のとおり。 
 一般送配電事業者は、一括検討を開始しないと判断した場合は、開始申込みを

した系統連系希望者に対し、その旨通知するとともに必要な説明を行う。また、

一般送配電事業者は、本機関に対し、同一括検討を開始しない旨及びその理由

を報告する。 

 
図４ 一括検討を開始する工事の例 

                                                   
※5：電源接続案件募集プロセスの募集要綱において、第三者の支払保証に関して記載がある案件に

限る。 

※6：「効率的な系統整備の観点等」とは、系統連系希望者の連系等が繰り返し行われることで、非

効率な系統整備になること等を回避することを意図している。そのため、一般送配電事業者

は、複数の系統連系希望者の応募の蓋然性が高いと見込まれると判断した場合は、一括検討を

開始する。なお、繰り返しの系統整備が見込まれない場合（例：※1で対象外とした設備等の

工事）や複数の系統連系希望者の応募の蓋然性が低いと判断できる場合には、一般送配電事業

者は、一括検討を開始せず、開始申込みをした系統連系希望者に対し、契約申込みその他の適

切な対応を行うよう求める。 
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一括検討開始に伴う前提条件の策定 
 一般送配電事業者は、一括検討を開始することが必要と判断した場合は、速や

かに一括検討の開始に必要な前提条件※7の検討を行い、これを定める。 

系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要であることが判明した場合の

手続き 
 開始申込みの内容に広域連系系統の増強工事が必要であることが判明した場合

は、一般送配電事業者は、一括検討の開始前に本機関に対し、速やかに当該増

強工事の概要等を報告し、計画策定プロセスが開始されるか否かの確認を行う。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「要」の場合、一般送配電事

業者は、本機関からの回答に従うとともに、開始申込みをした系統連系希望者

に対し、その旨通知する。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「否」の場合、一般送配電事

業者は、一括検討の開始に向けて手続きを進める。また、開始申込みをした系

統連系希望者に対し、その旨通知する。 

２．３ 本機関及び一般送配電事業者による開始 

 一般送配電事業者は、次の条件のいずれかに該当する場合は一括検討を開始す

る。 

(a) 一般送配電事業者が、過去の事前相談及び接続検討の申込状況等を踏まえ、

効率的な系統整備の観点等から一括検討を開始することが必要と判断し

た場合 

(b) 本機関から要請を受けた場合 

３．一括検討開始の公表 

３．１ 一括検討開始の公表 

 一般送配電事業者は、一括検討の開始に必要な前提条件を定め、速やかにその

内容を一般送配電事業者のウェブサイトに公表し、一括検討を開始する。公表

する一括検討の開始に必要な前提条件は別紙２のとおり。 
 一般送配電事業者は、開始申込みに基づき一括検討を開始した場合は、速やか

に開始申込みをした系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
 一般送配電事業者は、一括検討を開始した場合は、本機関に対し、一括検討を

開始した旨とその理由を報告する。 
 一般送配電事業者は、一括検討を開始した時点で暫定的に送電系統の容量（以

下暫定的に確保した容量を「暫定容量」という。）を確保する。以降の暫定容量

                                                   
※7：事実関係（開始情報、募集対象エリア等）、開始申込みをした系統連系希望者が単独で連系等

した場合の増強の概要（以下「増強パターン１」という。）、応募概要（スケジュール等）その

他必要な事項。 
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の扱いについては１０．１による。 

３．２ 増強パターンの作成及び公表 

 一般送配電事業者は、一括検討の開始を公表後、応募が想定される全ての系統

連系希望者が募集対象エリアに連系等した場合の増強の概要（以下「増強パタ

ーン２」という。）を検討※8し、併せて募集対象となる送電系統への系統連系希

望者からの応募及び接続検討の申込み（以下「応募申込み」という。）の受付を

開始するために必要な資料※9を作成する。 
 一般送配電事業者は、増強パターン２及び応募申込みの受付を開始するために

必要な資料を、一括検討の開始を公表した日から起算して原則１か月以内に一

般送配電事業者のウェブサイトに公表する。公表する増強パターン２及び応募

申込みの受付を開始するために必要な内容は別紙２のとおり。ただし、増強パ

ターン２が効率的な系統整備にあたらないことが明らかであると判断できる場

合はその限りではない。 

４．応募 

４．１ 応募申込みの受付開始 

 一般送配電事業者は、応募申込みの受付開始に必要な資料を公表するとともに、

応募申込みの受付を開始する。 
 一括検討の対象となる送電系統への連系等を希望する系統連系希望者及び開始

申込みをした系統連系希望者は、一般送配電事業者が応募申込みの受付開始を

公表した日から、一般送配電事業者に対し、応募申込みを行う。 
 応募申込みに関する書類の受付期間は、応募申込みの受付開始を公表した日か

ら起算して原則２か月とする。 

４．２ 応募申込み 

応募申込みに必要な提出書類 
 応募申込みを希望する系統連系希望者は、応募申込みに必要な書類を一般送配

電事業者に提出する。 

(a) 応募申込みに必要な提出書類 

 応募申込書 
                                                   
※8：増強工事の内、最上位の電圧階級における増強工事のみを検討する。 

※9：増強パターン２及び開始時に公表した内容に追加・変更となる事項（募集対象エリア等）。 
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 接続検討申込書※10、※11 

(b) 提出先 

 一般送配電事業者の窓口（一般送配電事業者はウェブサイトへ詳細を公表

する） 

(c) 提出方法 

 一般送配電事業者が定める方法とする（一般送配電事業者はウェブサイト

へ詳細を公表する）。ただし、郵送の場合は簡易書留等の配達の記録が残る

方法とする。 

(d) 提出部数 

 １部 

(e) 留意事項 

 １発電設備等の設置場所につき１申込みとする（最大受電電力や希望受電

電圧等を変えて複数の応募申込みを行うことはできない）。 
 一般送配電事業者は、同一系統連系希望者が同一地点で異なる一括検討に

て応募申込みを受付した場合は、当該系統連系希望者を先に受付した一括

検討から辞退扱いとし、当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
 系統連系希望者は、書類の提出にあたっては、書類の修正の可能性や送付

の手続きに要する期間を踏まえ、早期の提出に努める。 

検討料の支払い及びその扱い 

(a) 検討料の支払い 

 一般送配電事業者は、系統連系希望者から応募申込みに必要な提出書類を

受領した場合は、当該系統連系希望者に対し、検討料の額※12を通知すると

もに、検討料の支払いに必要となる書類を送付する。ただし、接続検討申

込中（受付済かつ回答未受領）の案件にて応募申込みをした系統連系希望

者と開始申込みをした系統連系希望者を除く。 
 検討料の額は一般送配電事業者の託送供給等約款による。 
 検討料の支払いに必要となる書類を受領した系統連系希望者は、速やかに

検討料を支払い、その後、一般送配電事業者に対し、その旨通知しなけれ

                                                   
※10：特定系統連系希望者は、本機関に対して、申込みを行うことができる。ただし、申込先とな

る一般送配電事業者が同一の法人又は親子法人等である特定系統連系希望者は、本機関に申し

込まなければならない。なお、申込先が本機関であっても提出先は一般送配電事業者とする。 

※11：次のいずれかに該当する場合は、当該案件に対応する資料を申込書に添付する。 

・接続検討申込中（受付済かつ回答未受領）の案件にて申込みする場合：その案件の接続検討

申込書の写し 

・接続検討の回答を受領済の案件にて申込みする場合：接続検討回答書の写し 

※12：振込手数料は系統連系希望者負担とする。 
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ばならない。なお、支払期限は接続検討開始予定日の前営業日までとし、

それまでに検討料が支払われない場合は、一般送配電事業者は、その応募

申込みを受付しない。 
 系統連系希望者が接続検討申込中（受付済かつ回答未受領）の案件にて応

募申込みをする場合は、検討料を不要とし、一般送配電事業者は、受付時

にその旨通知する。また、その場合は、一般送配電事業者は、接続検討申

込中の案件に対する回答はしない。 
 応募申込みをした系統連系希望者が開始申込みをした系統連系希望者であ

る場合は、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者に対し、開始検討料

を検討料に充当した旨を通知する。 

(b) 検討料の扱い 

 一般送配電事業者は、応募申込みをした系統連系希望者が接続検討開始以

降に辞退した場合※13は、検討料を返還しない。ただし、一般送配電事業者

が応募申込みを受付した件数が１件のみの場合に限り、当該応募申込みを

行った系統連系希望者が一括検討開始前に応募申込みに必要な接続検討申

込書と同様の内容で接続検討申込を行い、その回答を受領している系統連

系希望者であるときは、検討料を当該系統連系希望者へ返還する（一括検

討開始前に受領した接続検討の回答日から１年以内に受け付けた応募申込

みの場合で、送配電等業務指針第８３条の規定に準じ検討料を不要とする

場合に限る。）。 
 一般送配電事業者は、接続検討開始前までに応募申込みをした系統連系希

望者（開始申込みをした系統連系希望者を除く）が辞退した場合は、検討

料を当該系統連系希望者へ返還する※14。 

応募申込みの受付 
 一般送配電事業者は、応募申込みをした系統連系希望者から提出書類を受領し

た場合は、提出書類に必要事項が記載されていること及び検討料が入金されて

いること※15を確認の上、応募申込みを受け付け、応募申込みをした系統連系希

望者に対し、その旨通知する。ただし、提出書類に不備がある場合※16には、提

出書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で受け付ける。 

 一般送配電事業者は、必要に応じて、応募申込みをした系統連系希望者へ追加

の資料を提出するよう求めることができる。 

 一般送配電事業者は、系統連系希望者にとって提出書類に記載することが困難

である場合において、代替のデータを使用する等により、当該事項の記載がな

                                                   
※13：辞退扱いを含む。 

※14：振込手数料は系統連系希望者負担とする。 

※15：接続検討申込中（受付済かつ回答未受領）の案件で申込みした系統連系希望者、開始申込み

をした系統連系希望者、その他検討料が不要な場合は除く。 

※16：記載内容が判読できない場合や発電設備等の設置場所や受電地点が不明確な場合等を指す。 
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くても一括検討の接続検討を実施できる場合は、当該事項の記載を省略するこ

とを認めるものとする。その場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に

関する情報が明らかとなった時点で、一般送配電事業者に対し、速やかに通知

しなければならない。 

 一般送配電事業者は、応募申込みをした系統連系希望者が他の一括検討又は過

去の電源接続案件募集プロセス※17において、工事費負担金補償金を、支払期日

までに支払わなかったことがある場合には、当該系統連系希望者に対し、当該

一括検討に関する第三者の支払保証書類等（金融機関の債務保証等、他の系統

連系希望者に影響がないことを担保するもの）を提出するよう求める。 
 一般送配電事業者は、応募申込みを受付した場合、応募申込みをした系統連系

希望者に対し、接続検討の開始予定日及び回答予定日を速やかに通知する。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者から本機関への接続検討の提出書類を受

領した場合には、提出書類に必要事項が記載されていること及び検討料が入金

されていること※15を確認の上、本機関に対して、その旨通知し、必要な書類を

送付する。ただし、提出書類に不備があるときは、提出書類の修正を求め、不

備がないことを確認した上で送付する。 
 応募申込みの締切りまでに提出書類の修正がなされない場合、支払期限までに

検討料の支払いがない場合、又は第三者の支払保証書類等の求めに応じない場

合は、その応募申込みをした系統連系希望者の申込みは受付しない。その場合、

一般送配電事業者は、当該応募申込みをした系統連系希望者に対し、その旨通

知する。 

４．３ 応募申込みの締切り 

応募申込みの締切り 
 一般送配電事業者は、公表した締切日をもって、応募申込みに必要な書類の受

付を締め切る。その後、検討料が入金されていること※15を確認の上、接続検討

を開始する。 
 応募申込みに必要な書類の受付の締切以降、受付した提出書類の変更は原則認

めない。 
 一般送配電事業者は、全ての応募申込みを受付した日又は接続検討開始予定日

に、接続検討を開始する。ただし、募集対象エリアを拡大する場合は除く。 

募集対象エリアを拡大する場合 
 一般送配電事業者は、受付した応募申込みの最大受電電力※18の合計が増強パタ

ーン提示時に公表した最大連系可能量分を超えた場合等は、効率的な系統整備

                                                   
※17：電源接続案件募集プロセスの募集要綱において、第三者の支払保証に関して記載がある案件

に限る。 

※18：発電設備等を増強する場合は、最大受電電力の増分を用いる。以下、最大受電電力の扱いは

同様とする。 
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の観点等から、募集対象エリアを拡大することができる。 
 募集対象エリアを拡大した場合、一般送配電事業者は、拡大した募集対象エリ

アにて一括検討を再度開始する（３．参照）。なお、受付済の応募申込みについ

ては全て有効とし、再度の申込みは不要とする。 
 一般送配電事業者は、募集対象エリアを拡大した場合は、一般送配電事業者の

ウェブサイトにその旨公表するとともに応募申込みをした系統連系希望者に通

知する。 

５．接続検討 

５．１ 接続検討の実施 

接続検討の実施 
 一般送配電事業者は、本機関及び一般送配電事業者が受付した全ての接続検討

の申込内容を前提に接続検討を実施する。 
 一般送配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者の発電設備等に関

する連系等の優先順位（以下「系統連系順位」という。）を原則同順位とみなす。 
 一般送配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者の申込内容を前提

に接続検討の回答に必要となる事項について検討を実施する際に、Ｎ－１電制
※19の適用が必要な場合には、応募申込みを受付したＮ－１電制の適用が必要な

特別高圧の送電系統への連系等を希望する全ての系統連系希望者にＮ－１電制

を適用する。 

 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン及び一

般送配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき算出する。 
 一般送配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者が３事業者以上の

場合※20は、接続検討の開始後速やかに応募申込みの状況（応募申込みの受付件

数、最大受電電力の合計）をウェブサイトに公表する。 
 一般送配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者に対し、接続検討

に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めることができる。こ

の場合、一般送配電事業者は、系統連系希望者に対し、必要となる理由を説明

しなければならない。 
 一般送配電事業者は、接続検討を実施した結果、工事費充足の蓋然性が高い増

強規模を検討する必要が生じた場合は１０．７に定めるとおり取り扱う。 

系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要となることが判明した場合の手

続き 
                                                   
※19：Ｎ－１電制とは「単一設備故障時にリレーシステムで瞬時に電源制限を行うことで運用容量

を拡大する取り組み（「流通設備の整備計画の策定（送配電等業務指針第 55条）における N-1

電制の先行適用の考え方について」より抜粋）」を指す。 

※20：系統連系希望者の個人情報保護の観点による。 
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 接続検討の結果、その系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要となるこ

とが判明した場合は、一般送配電事業者は、本機関に対し、速やかに当該増強

工事の概要等を報告し、計画策定プロセスが開始されるか否かの確認を行う。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「要」の場合、一般送配電事

業者は、本機関からの回答に従うとともに、その内容を一般送配電事業者のウ

ェブサイトに公表する。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「否」の場合、一般送配電事

業者は、一括検討を進める。また、その確認結果を、接続検討回答時に一般送

配電事業者のウェブサイトに公表する。 

５．２ 接続検討の回答 

 一般送配電事業者は、接続検討開始日から原則３か月以内に、応募申込みを受

付した全ての系統連系希望者に対し、接続検討の結果を回答するとともに必要

な説明を行う。ただし、申込件数が著しく多い等の理由で、検討期間が３か月

を超過することが判明した場合は、一般送配電事業者は、その理由、進捗状況

及び今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）について応募申込みを受付し

た系統連系希望者へ通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。

なお、延長後の回答予定日までに回答できない可能性が生じたときも同様とす

る。 
 接続検討の申込先が本機関である案件については、一般送配電事業者は、本機

関に対し、前述の回答等を行うために必要な資料を送付する。 
 一般送配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者の事業性判断等の

一助となるよう、一括検討全体の工事概要、連系可能量、概算工事費及び他の

応募申込みを受付した系統連系希望者の情報（最大受電電力、連系電圧、連系

点等）を含めた申込状況等を接続検討回答書に添付する。 
 一般送配電事業者は、接続検討回答に合わせて再接続検討の申込み（６．参照。

以下「再接続検討申込み」という。）等の手続きについて案内する。 

６．再接続検討 

６．１ 再接続検討申込み 

再接続検討申込みの受付開始 
 一般送配電事業者は、接続検討の回答日より、再接続検討申込みの受付を開始

する。 
 前述の接続検討の回答を受領した系統連系希望者は、回答内容を踏まえた上で

引き続き募集対象となる送電系統への連系等を希望する場合には、接続検討の

回答日から起算して、２０営業日以内に一般送配電事業者に対し再接続検討申

込みを行う。 
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再接続検討申込みに必要な提出書類 
 再接続検討申込みを希望する系統連系希望者は、再接続検討申込みに必要な書

類を一般送配電事業者に提出する。なお、受付期間内に再接続検討申込みをし

ない系統連系希望者がいた場合、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者を

辞退扱いとする。 
 再接続検討申込みをする系統連系希望者は、一般送配電事業者に対し、負担可

能上限額を書面にて申告する※21。また、負担可能上限額の申告に合わせ、その

額に応じた保証金を一般送配電事業者に支払い、その旨通知しなければならな

い。ただし、保証金を要しない場合は除く。 

(a) 再接続検討申込みに必要な提出書類等 

 再接続検討申込書※10 

 負担可能上限額申告書※22 

 保証金（業務規程第８２条の２の規定に基づく算定方法による）※23 

(b) 提出先、提出方法、提出部数 

 応募申込みと同様（４．２（１）（b）～（d）参照）。 
 保証金に関しては６．１（３）参照。 

保証金（デポジット）の扱い 

(a) 保証金の扱い 

 系統連系希望者は、再接続検討開始予定日の２営業日前までに保証金を支

払う。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者が工事費負担金契約（８．参照）を

締結し、工事費負担金を入金した場合は、当該系統連系希望者が支払った

保証金を当該系統連系希望者が負担する工事費負担金に充当する。 
 一般送配電事業者は、再接続検討開始後、辞退した又は辞退扱いとなった

系統連系希望者が支払った保証金を没収する。 
 ただし、系統連系希望者が工事費負担金契約（８．参照）を締結する前に、

次に掲げる事情が生じた場合その他の正当な理由がある場合、一般送配電

事業者は、当該系統連系希望者が支払った保証金を返還する※24。一般送配

電事業者は、当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
① 工事費負担金の額が申告した負担可能上限額を超過したことで辞退扱

                                                   
※21：申告する負担可能上限額に上下限値はない。 

※22：一般送配電事業者は、工事費負担金を算定した結果、系統連系希望者の工事費負担金が当該

系統連系希望者の申告した負担可能上限額以下である場合は、当該系統連系希望者の工事費負

担金を負担可能として取り扱う（後記６．２参照）。 

※23：振込手数料は系統連系希望者負担とする。 

※24：振込手数料は系統連系希望者負担とする。なお、返還する際に利息は付さない。また、返還

先は、一般送配電事業者と系統連系希望者間で協議の上決定する。 
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いとなった場合 

② 再接続検討及び技術検討（７．３参照）の回答における所要工期が、受

領した直近の回答よりも長期化したことを理由に、当該再接続検討又

は技術検討の回答日から起算して２０営業日以内に一括検討を辞退す

る場合※25 

③ 増強工事の規模の縮小等により連系等を行うことが不可能又は著しく

困難となった場合 

④ 一括検討が中止された場合 

(b) 没収した保証金の扱い 

 一般送配電事業者は、工事費負担金補償契約（７．１（７）参照）を締結し

た系統連系希望者が辞退又は辞退扱いとなった場合、当該系統連系希望者

から没収した保証金を、当該系統連系希望者と締結した工事費負担金補償

契約に基づく補償金に充当する。 

 一般送配電事業者は、契約申込みの回答にて連系承諾を受領した系統連系

希望者との工事費負担金契約締結時に、辞退した又は辞退扱いとなった他

の系統連系希望者から没収した保証金を充当する。充当先は、保証金を没

収された系統連系希望者が契約申込みに対する回答において共用すること

が見込まれた設備の概算工事費とし、充当する額は、共用することが見込

まれた設備の概算工事費の比で按分した額とする。 

再接続検討申込みの受付 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者から再接続検討申込みに必要な提出書類

を受領した場合には、提出書類に必要事項が記載されていること及び保証金が

入金されていること※26を確認の上、再接続検討申込みを受け付ける。ただし、

提出書類に不備がある場合には、提出書類の修正を求め、不備がないことを確

認した上で再接続検討申込みを受け付ける。 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みを受付した場合は、再接続検討申込み

をした系統連系希望者に対し、その旨と再接続検討の開始予定日及び回答予定

日を速やかに通知する。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者にとって提出書類に記載することが困難

である場合において、代替のデータを使用する等により、当該事項の記載がな

くても再接続検討を実施できる場合は、当該事項の記載を省略することを認め

るものとする。その場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に関する情

報が明らかとなった時点で、一般送配電事業者に対し、速やかに通知しなけれ

ばならない。 

                                                   
※25：系統連系希望者の都合による連系開始希望日（営業運転）の延伸を理由に辞退する場合は含

まれない。 

※26：保証金が不要な場合は除く。 
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 一般送配電事業者は、必要に応じて、再接続検討申込みをした系統連系希望者

へ追加の資料を提出するよう求めることができる。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者から本機関への再接続検討申込みの提出

書類を受領した場合には、提出書類に必要事項が記載されていること及び保証

金が入金されていること※26を確認の上、本機関に対して、その旨通知し、必要

な書類を送付する。ただし、提出書類に不備があるときは、提出書類の修正を

求め、不備がないことを確認した上で送付する。 
 一般送配電事業者は、再接続検討開始予定日までに提出書類の修正がなされな

い場合、又は支払期限（再接続検討開始予定日の２営業日前）までに保証金の

支払いがない場合※26は、当該系統連系希望者の申込みを受付しない。その場合、

一般送配電事業者は、当該系統連系希望者に対し、その旨通知するとともに保

証金を支払済である場合は、当該系統連系希望者の保証金を返還する※24。 

再接続検討申込みの締切り 
 一般送配電事業者は、接続検討の回答日から起算して２０営業日後に、再接続

検討申込みに必要な書類の受付を締め切るとともに、保証金が入金されている

こと※26を確認する。 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みに必要な書類の受付の締切以降、再接

続検討申込みをしていない系統連系希望者を辞退したものとする。 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みに必要な書類の受付の締切以降、受付

した提出書類の変更を原則認めない。 
 一般送配電事業者は、全ての再接続検討申込みを受付した日又は再接続検討開

始予定日に、再接続検討を開始する。 

留意事項（発電設備等の設置場所の重複について） 

 系統連系希望者は、再接続検討申込み前までに可能な限り地権者等と調整を行

い、他の系統連系希望者と発電設備等の設置場所が重複しないよう努める。 
 再接続検討申込みを受付した結果、発電設備等の設置場所が重複している系統

連系希望者が確認された場合※27、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者へ

発電場所の重複を通知する※28。その通知を受けた系統連系希望者は、他の重複

する系統連系希望者や地権者等と調整を行う。 
 一般送配電事業者は、再接続検討開始後、発電設備等の設置場所の重複を解消

                                                   
※27：系統連系希望者が提出した書面上の記載（申込み時の発電設備等の設置場所の住所等や接続

検討申込み時の図面等）等から地点重複が確認された場合に限る。なお、一般送配電事業者

が、地点重複の有無について網羅的な確認を行うものではなく、また、その正確性の確認をし

たものではない。 

※28：調整に必要となるため、一般送配電事業者は、発電設備等の設置場所が重複する系統連系希

望者に対し、他の重複する系統連系希望者の連絡先等を提供する（系統連系希望者の連絡先等

の提供について、一般送配電事業者は、関係する系統連系希望者への事前・事後の確認等を行

わない）。 
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するために辞退することになった場合においても、保証金と工事費負担金補償

契約（７．１（７）(b)参照）の取り扱いは変わらないものとし、その辞退は系

統連系希望者の責による辞退とする。 

６．２ 再接続検討の実施 

再接続検討の実施 
 一般送配電事業者は、本機関及び一般送配電事業者が受付した全ての再接続検

討申込み内容を前提に再接続検討を実施する。 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みを受付した系統連系希望者の系統連系

順位を原則同順位とみなす。しかしながら、系統連系順位を決定する必要があ

る場合（１０．６参照）は、再接続検討時点の負担可能上限額余剰分単価を用

いて系統連系順位を決定する。 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みを受付した系統連系希望者の申込内容

を前提に再接続検討の回答に必要となる事項について検討を実施する際に、Ｎ

－１電制の適用が必要な場合には、再接続検討申込みを受付したＮ－１電制の

適用が必要な特別高圧の送電系統への連系等を希望する全ての系統連系希望者

にＮ－１電制を適用する。 
 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン及び一

般送配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき算定する。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者の工事費負担金が当該系統連系希望者の

申告した負担可能上限額以下である場合は、当該系統連系希望者の工事費負担

金を負担可能として取り扱う。また、工事費負担金が負担可能上限額を超過す

る場合は、当該系統連系希望者を辞退扱いとする。その場合、一般送配電事業

者は、辞退扱いとした系統連系希望者を除外し、当該系統連系希望者以外の再

接続検討申込みを受付した系統連系希望者の連系等を前提に、再接続検討を実

施する（別紙３参照）。 

 検討の結果、負担可能上限額を超過することによる辞退扱いが連鎖することが

判明した場合は１０．８（１）に定めるとおり取り扱う。 

 全ての系統連系希望者が辞退又は辞退扱いになる場合、一般送配電事業者は既

存の送電系統に増強工事を要せずに連系可能な系統連系希望者がいるか検討す

る。 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みをした系統連系希望者に対し、再接続

検討に必要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めることができる。

この場合、一般送配電事業者は、系統連系希望者に対し、必要となる理由を説

明しなければならない。 

 一般送配電事業者は、再接続検討において、更なる辞退又は辞退扱いとなる系

統連系希望者がいなくなった時点で辞退扱いとなる系統連系希望者を確定する。 
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系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要であることが判明した場合の手

続き 
 再接続検討の結果、その系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要である

ことが判明した場合は、一般送配電事業者は、本機関に対し、速やかに当該増

強工事の概要等を報告し、計画策定プロセスが開始されるか否かの確認を行う。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「要」の場合、一般送配電事

業者は、本機関からの回答に従うとともに、その内容を一般送配電事業者のウ

ェブサイトに公表する。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「否」の場合、一般送配電事

業者は、一括検討を進める。また、その確認結果を、再接続検討回答時に一般

送配電事業者のウェブサイトに公表する。 

６．３ 再接続検討の回答 

再接続検討の回答 
 一般送配電事業者は、再接続検討開始日から原則３か月以内に、再接続検討申

込みを受付した全ての系統連系希望者に対し、再接続検討の結果を回答すると

ともに必要な説明を行う。ただし、申込件数が著しく多い等の理由で、検討期

間が３か月を超過することが判明した場合は、一般送配電事業者は、その理由、

進捗状況及び今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）について再接続検討

申込みを受付した系統連系希望者へ通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個

別の説明を行う。なお、延長後の回答予定日までに回答できない可能性が生じ

たときも同様とする。 

 再接続検討の申込先が本機関である案件については、一般送配電事業者は、本

機関に対し、前述の回答等を行うために必要な資料を送付する。 

 一般送配電事業者は、辞退扱いとなった系統連系希望者に対し、辞退扱いとな

った旨を書面にて通知し、保証金の扱い（６．１（３）参照）に基づき、当該

系統連系希望者の保証金を返還する※24。なお、再接続検討申込書の申込先が本

機関である案件が辞退扱いとなった場合、一般送配電事業者は、これに加え、

本機関にその旨通知する。 

 一般送配電事業者は、再接続検討申込みを受付した系統連系希望者の事業性判

断等の一助となるよう、一括検討全体の工事概要、連系可能量、概算工事費及

び他の再接続検討申込みを受付した系統連系希望者の情報（最大受電電力、連

系電圧、連系点等）を含めた申込状況等を再接続検討の回答書に添付する。 
 一般送配電事業者は、再接続検討回答に合わせて契約申込み（７．１参照）の

手続き等について案内するとともに工事費負担金補償契約（７．１（７）(b)

参照）の案を送付する。 

再接続検討の結果、所要工期が長期化する場合の手続き 
 接続検討の回答における所要工期よりも所要工期が長期化した再接続検討の回
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答を受領した系統連系希望者は、契約申込みの受付期間内において、再接続検

討の回答日から起算して２０営業日以内に所要工期が長期化したことを理由に

辞退を申し込むことができる。 
 契約申込みの受付締切までに所要工期が長期化したことを理由に系統連系希望

者が辞退の申込みをした場合は、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者の

保証金を返還する※24。 
 所要工期が長期化した再接続検討の回答を受領した系統連系希望者が、契約申

込みの受付締切までに所要工期が長期化したことを理由に辞退を申し込まなか

った場合、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者を、所要工期が長期化し

たことを理由に辞退しなかったものとし、それ以外の理由で契約申込みを申し

込まなかった系統連系希望者と同様に扱う。 

７．契約申込み 

７．１ 契約申込み 

契約申込みの受付開始 

 一般送配電事業者は、再接続検討の回答日より、契約申込みの受付を開始する。 
 前述の再接続検討の回答を受領した系統連系希望者は、回答内容を踏まえ、引

き続き募集対象となる送電系統への連系等を希望する場合には、再接続検討の

回答日から起算して、２０営業日以内に一般送配電事業者に対し、契約申込み

を行なわなければならない。 

契約申込みに必要な提出書類 

 契約申込みをする系統連系希望者は、契約申込みに必要な書類を一般送配電事

業者に提出する。なお、受付期間内に申込みがなかった場合は、一般送配電事

業者は、当該系統連系希望者を辞退扱いとする。 

 契約申込みをする系統連系希望者は、一般送配電事業者に対し、負担可能上限

額を書面にて再申告※29する。 

 負担可能上限額の再申告に合わせ、必要となる保証金を一般送配電事業者に支

払い、その旨通知しなければならない。ただし、追加の保証金が不要な場合は

除く。 

(a) 契約申込みに必要な提出書類等 

 契約申込書 

 工事費負担金補償契約書※30 

 負担可能上限額再申告書 

                                                   
※29：再接続検討申込み時に申告した負担可能上限額と同額以上の額とする。 

※30：系統連系希望者が捺印したものとする。 
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 保証金（業務規程第８２条の２の規定に基づく算定方法に準じる）※31 

(b) 提出先、提出方法、提出部数 

 応募申込みと同様（４．２（１）（b）～（d）参照）。ただし、工事費負担金

補償契約書の提出部数は２部とする。 
 保証金に関しては６．１（３）参照。 

負担可能上限額の扱い 

 再接続検討申込みと同様に扱う※22。 

保証金の扱い 
 系統連系希望者は、契約申込みの締切り日までに支払う※32。 
 その他の扱いは再接続検討申込みと同様とする（６．１（３）参照）。 

契約申込みの受付 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者から契約申込みに必要な提出書類を受領

した場合は、提出書類に必要事項が記載されていること及び保証金が入金され

ていること※32を確認の上、契約申込みを受け付ける。ただし、提出書類に不備

がある場合には、提出書類の修正を求め、不備がないことを確認した上で契約

申込みを受け付ける。 
 一般送配電事業者は、契約申込みを受付した場合は、契約申込みをした系統連

系希望者に対し、その旨と回答予定日を速やかに通知する。 
 一般送配電事業者は、必要に応じて、契約申込みをした系統連系希望者へ追加

の資料を提出するよう求めることができる。 

 一般送配電事業者は、系統連系希望者にとって提出書類に記載することが困難

である場合において、代替のデータを使用する等により、当該事項の記載がな

くても技術検討を実施できる場合は、当該事項の記載を省略することを認める

ものとする。その場合、系統連系希望者は、記載を省略した事項に関する情報

が明らかとなった時点で、一般送配電事業者に対し、速やかに通知しなければ

ならない。 

 一般送配電事業者は、契約申込みの締切りまでに提出書類の修正がなされない

場合は、当該系統連系希望者の申込みを原則無効とし、辞退扱いとする。その

場合、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
 一般送配電事業者と契約申込みをした系統連系希望者は、契約申込みの受付後、

工事費負担金補償契約を締結する（７．１（７）参照）。 

契約申込みの締切り 
 一般送配電事業者は、再接続検討の回答日から起算して２０営業日後に、契約

                                                   
※31：再申告に伴い、追完追加の保証金が必要となった場合は、支払済の保証金との差額を入金す

る。振込手数料は系統連系希望者負担とする。 

※32：追加の保証金が不要な場合は除く。 
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申込みの受付を締め切り、必要な保証金が入金されているか否かを確認する。 
 一般送配電事業者は、契約申込みの締切りまでに契約申込みをしていない系統

連系希望者を辞退扱いとする。 
 契約申込みの締切りまでに必要となる追加の保証金が入金されない場合、当該

系統連系希望者の負担可能上限額は再接続検討申込み時に申告した額とする。

その場合、一般送配電事業者は、当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 
 契約申込みの締切以降、受付した提出書類の変更は原則認めない。 

工事費負担金補償契約 

(a) 工事費負担金補償契約の締結 

 一般送配電事業者と契約申込みをした系統連系希望者は、工事費負担金補

償契約（以下「補償契約」という。）を締結する※33、34。 
ただし、他の系統連系希望者と共用する設備の工事がない場合は、一般送

配電事業者に対し、工事費負担金補償金の確認書を提出することで、補償

契約の締結に代えることができる。 
 一般送配電事業者は、期限までに補償契約を締結しない系統連系希望者の

契約申込みを無効とし、辞退扱いとする。 
 一般送配電事業者は、契約申込みを受付した全ての系統連系希望者と補償

契約を締結後※35、契約申込みに対する検討を開始する。 

(b) 工事費負担金補償契約の内容 

 一般送配電事業者は、契約申込みに対する検討の結果、補償契約を締結し

た系統連系希望者の工事費負担金の額が契約申込みの際に申告した負担可

能上限額以内である場合は、当該系統連系希望者の工事費負担金を確定し、

連系承諾を行う。 
 補償契約を締結した系統連系希望者は、当該契約の締結後、辞退した場合、

辞退扱いとなった場合又は一括検討の完了以降に連系等を行うことが不可

能又は著しく困難となった場合は、同契約に基づき工事費負担金補償金（以

下「補償金」という。）を負担する。ただし、一括検討の完了前に、次に掲

げる事情が生じた場合その他正当な理由がある場合は、補償契約に基づく

支払義務は免除される。 

① 工事費負担金が負担可能上限額を超過したことで辞退扱いとなった場

合 

                                                   
※33：契約申込みを受付後、契約申込みをした系統連系希望者が辞退することにより、契約申込み

を受付した他の系統連系希望者の工事費負担金の再算定が発生したことで、他の系統連系希望

者に不利益を与えることを防止することを目的としている。 

※34：一般送配電事業者は、補償契約書の雛形をウェブサイトに公表する。一般送配電事業者は、

その雛形を一括検討中に変更する場合は、応募申込みをした系統連系希望者（辞退扱いとした

系統連系希望者を除く）に対し、その旨説明する。 

※35：確認書等の書面に代えた場合を含む。 
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② 技術検討（７．３参照）の回答における所要工期が、受領した直近の回

答よりも長期化したことを理由に、当該技術検討の回答日から起算して

２０営業日以内に系統連系希望者が辞退する場合※36 

③ 増強工事の規模の縮小等により連系等を行うことが不可能又は著しく

困難となった場合 

④ 一括検討が中止となった場合 

 一般送配電事業者は、補償契約に基づく支払義務が免除される系統連系希

望者が発生した場合、当該系統連系希望者に対し、その旨通知する。 

 補償契約に基づき系統連系希望者が支払った補償金は、他の系統連系希望

者と共用する設備に係る工事費負担金に充当する。 

(c) 工事費負担金の補償 

 補償金の上限は、補償契約を締結した系統連系希望者が申告した負担可能

上限額とする。 
 補償金の額は、他の系統連系希望者と共用する設備に係る工事に関し、補

償金を負担する系統連系希望者を除外して算定した系統連系希望者の工事

費負担金と、他の系統連系希望者が補償契約締結時（他の系統連系希望者

の辞退発生等により、工事費負担金を変更した場合は、当該変更時をいう。）

に負担する予定であった工事費負担金との差額とする。 

(d) 補償契約を履行しない系統連系希望者に対する措置等 

 一般送配電事業者は、補償契約を履行しない系統連系希望者から他の一括

検討への申込みがあった場合は、第三者の支払保証書類等（金融機関の債

務保証等、他の系統連系希望者に影響がないことを担保するもの）の提出

を求める。また、系統連系希望者が第三者の支払保証書類等の求めに応じ

ない場合、一般送配電事業者はその系統連系希望者の申込みは受け付けな

い。 

７．２ 現地調査の実施 

 一般送配電事業者は、契約申込みに対する回答のために現地調査が必要と判断

した場合は、現地調査を実施する。なお、現地調査の実施にあたって、一般送

配電事業者が必要と判断した場合、一般送配電事業者と系統連系希望者は損害

実費弁済契約等を締結する。 

７．３ 技術検討の実施 

 一般送配電事業者は、再接続検討回答以降に辞退又は辞退扱いとなった系統連

系希望者等が発生した場合又は現地調査（７．２参照）の結果等により、契約

申込に伴う技術検討が必要であると判断した場合は、技術検討を実施する。 
                                                   
※36：系統連系希望者の都合による連系開始希望日（営業運転）の延伸を理由に辞退する場合は含

まれない。 
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技術検討の実施 
 一般送配電事業者は、受付した全ての契約申込みの内容※37を前提に技術検討を

実施する。 
 一般送配電事業者は、契約申込みを受付した系統連系希望者の系統連系順位を

原則同順位とみなす。 
 一般送配電事業者は、契約申込みを受付した系統連系希望者の申込内容を前提

に契約申込みの回答に必要となる事項について検討を実施する際に、Ｎ－１電

制の適用が必要な場合には、契約申込みを受付したＮ－１電制の適用が必要な

特別高圧の送電系統への連系等を希望する全ての系統連系希望者にＮ－１電制

を適用する。 

 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン及び一

般送配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき算出する。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者の工事費負担金が当該系統連系希望者の

申告した負担可能上限額以下である場合は、当該系統連系希望者の工事費負担

金を負担可能として取り扱う。また、工事費負担金が負担可能上限額を超過す

る場合は、当該系統連系希望者を辞退扱いとする。その場合、一般送配電事業

者は、辞退扱いとした系統連系希望者を除外し、当該系統連系希望者以外の契

約申込みをした系統連系希望者の契約申込みの内容を前提に、技術検討を実施

する（別紙３参照）。 

 検討の結果、負担可能上限額を超過することによる辞退扱いが連鎖することが

判明した場合は１０．８（１）に定めるとおり取り扱う。 

 全ての系統連系希望者が辞退又は辞退扱いになる場合、一般送配電事業者は既

存の送電系統に増強工事を要せずに連系可能な系統連系希望者がいるか検討す

る。 

 一般送配電事業者は、契約申込みをした系統連系希望者に対し、技術検討に必

要となる情報がある場合には、当該情報の提供を求めることができる。この場

合、一般送配電事業者は、系統連系希望者に対し、必要となる理由を説明しな

ければならない。 

 一般送配電事業者は、技術検討において、更なる辞退又は辞退扱いとなる系統

連系希望者がいなくなった時点で辞退扱いとなる系統連系希望者を確定すると

ともに、工事費負担金を負担可能な系統連系希望者に対し連系承諾を行う。 

系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要であることが判明した場合の手

続き 
 技術検討の結果、その系統連系工事に広域連系系統の増強工事が必要であるこ

とが判明した場合は、一般送配電事業者は、本機関に対し、速やかに当該増強

工事の概要等を報告し、計画策定プロセスが開始されるか否かの確認を行う。 
                                                   
※37：契約申込みを受付後、辞退したものを除く。 
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 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「要」の場合、一般送配電事

業者は、本機関からの回答に従うとともに、その内容を一般送配電事業者のウ

ェブサイトに公表する。 
 本機関からの計画策定プロセスの要否確認結果が「否」の場合、一般送配電事

業者は、一括検討を進める。また、その確認結果を、技術検討回答時に一般送

配電事業者のウェブサイトに公表する。 

７．４ 契約申込みの回答 

契約申込みの回答 
 一般送配電事業者は、契約申込み受付の締切日から起算して原則６か月以内又

は契約申込みを受付した系統連系希望者と合意した期間以内に、契約申込みを

受付した全ての系統連系希望者に対し、契約申込みに対する検討結果を回答す

るとともに必要な説明を行う。ただし、申込件数が著しく多い等の理由で、６

か月又は契約申込みを受付した系統連系希望者と合意した期間を超過すること

が判明した場合は、一般送配電事業者は、その理由、進捗状況及び今後の見込

み（延長後の回答予定日を含む。）について契約申込みを受付した系統連系希望

者へ通知し、系統連系希望者の要請に応じ、個別の説明を行う。なお、現地調

査及び技術検討が不要の場合は、一般送配電事業者は、速やかに契約申込みに

対する検討結果を回答し、必要な説明を行う。 
 合意可能な期間が契約申込みをした系統連系希望者ごとに異なる場合、一般送

配電事業者は、合意可能な期間の中で最長の期間を合意した期間とする。なお、

一般送配電事業者が必要とする期間より短い期間で回答する場合は、工事費負

担金や工期が一括検討完了後に大きく変動する場合がある。 
 一般送配電事業者は、辞退扱いとなった系統連系希望者に対し、辞退扱いとな

った旨を書面にて通知し、保証金の扱い（６．１（３）参照）に基づき、当該

系統連系希望者の保証金を返還する※24。 

技術検討の結果、所要工期が長期化する場合の手続き 
 ７．３に基づく技術検討の結果、再接続検討又は前回の技術検討の結果よりも

所要工期が長期化する系統連系希望者がいる場合、一般送配電事業者は、契約

申込みの結果（連系承諾等）を回答する前に、技術検討の結果を契約申込みを

した全ての系統連系希望者に回答するとともに、長期化を理由とした辞退の受

付期間を設ける。 
 再接続検討又は前回の技術検討の結果よりも所要工期が長期化する回答を受領

した系統連系希望者は、技術検討の回答日から起算して２０営業日以内に所要

工期が長期化したことを理由に辞退を申し込むことができる。 
 所要工期が長期化したことを理由に系統連系希望者が辞退の申込みをした場合、

一般送配電事業者は、当該系統連系希望者の保証金を返還※24する。また、辞退

扱いを通知した系統連系希望者及び辞退した系統連系希望者を除外した形で技
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術検討を再度実施するとともに、残る系統連系希望者へその旨通知する。 
 技術検討の回答日から起算して２０営業日後、辞退する系統連系希望者がいな

い場合、一般送配電事業者は、当該技術検討の結果を有効と判断し、契約申込

みに対する結果（連系承諾等）を回答する。 
 

８．工事費負担金契約 

８．１ 工事費負担金契約の締結 

工事費負担金契約の締結 
 契約申込みに対する検討回答にて連系承諾を受領した系統連系希望者は、連系

承諾後１か月以内に、一般送配電事業者と工事費負担金契約（以下「負担金契

約」という。）を締結しなければならない※38。ただし、工事費負担金がない場合、

連系承諾を受領した系統連系希望者は、一般送配電事業者に対し、工事費負担

金の確認書を提出することで、負担金契約の締結に代えることができる。 
 一般送配電事業者は、１か月を超えて負担金契約を締結しない系統連系希望者

を、辞退扱いとする（１０．８（２）参照）。 

工事費負担金の算出方法 
 工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令、費用負担ガイドライン及び一

般送配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき算出する。 
 一般送配電事業者は、辞退した又は辞退扱いとなった系統連系希望者から没収

した保証金を充当する。充当先は、保証金を没収された系統連系希望者が契約

申込みの回答において共用することが見込まれた設備の概算工事費とし、充当

する額は、共用することが見込まれた設備の概算工事費の比で按分した額とす

る。 

８．２ 工事費負担金の入金 

負担金契約締結に伴う工事費負担金の入金 
 負担金契約を締結した系統連系希望者は、締結した負担金契約に基づき、一般

送配電事業者に対し、工事費負担金を支払う。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者が負担金契約を締結し、工事費負担金を

入金した場合は、当該系統連系希望者が支払った保証金を当該系統連系希望者

が負担する工事費負担金に充当する。 
 
 
                                                   
※38：一般送配電事業者は、負担金契約書の雛形をウェブサイトに公表する。一般送配電事業者

は、その雛形を一括検討中に変更する場合は、応募申込みをした系統連系希望者（辞退した又

は辞退扱いとした系統連系希望者を除く）に対し、その旨説明する。 
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９．一括検討の完了 

一括検討の完了 
 一般送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合は一括検討を完了とする。 

(a) 負担金契約を締結した全ての系統連系希望者（一括検討から辞退した又は

辞退扱いとなった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく

困難となった者を除く）から工事費負担金の入金※39が確認された場合 

(b) 一括検討に応募申込みした全ての系統連系希望者が、辞退した又は辞退扱

いになった等の理由により連系等を行うことが不可能又は著しく困難と

なったことが確認された場合 

(c) 系統連系希望者から応募申込みが行われなかったことが確認された場合 

 辞退した又は辞退扱いとなった系統連系希望者が一括検討で行った全ての行為

（開始申込み、応募申込み等）は一括検討の完了をもって全て無効となる。た

だし、締結した契約に関わる行為は除く。 

一括検討の結果の公表 
 一般送配電事業者は、一括検討の完了後遅滞なく、その結果を一般送配電事業

者のウェブサイトに公表するとともに、本機関に報告する。 

１０．その他 

１０．１ 暫定容量確保と容量確定について 

 一般送配電事業者は、一括検討において暫定容量は各段階により次のとおりと

する。ただし、送電系統の容量を確保しなくとも、系統連系希望者の利益を害

しないことが明らかである場合は、この限りではない。 
  
                                                   
※39：工事費負担金がない場合は、工事費負担金の確認書の提出に代えることができる。 
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期 間 対象となる送電系統 確保する容量 

一括検討の 
開始の公表※40～ 
応募の受付開始 

開始申込みを受付した系統

連系希望者の連系点の上位

系統 

開始申込みを受付した系統

連系希望者の最大受電電力

分 
応募の受付開始～ 
接続検討 

増強パターン提示時に公表

した設備及びその上位系統 
増強パターン提示時に公表

した最大連系可能量分 
接続検討～ 
再接続検討 

応募申込みを受付した系統

連系希望者の連系点の上位

系統 

応募申込みを受付した系統

連系希望者の最大受電電力

の合計分 
再接続検討～ 
契約申込み 

再接続検討申込みを受付し

た系統連系希望者の連系点

の上位系統 

再接続検討申込みを受付し

た系統連系希望者の最大受

電電力の合計分 
契約申込み※41～ 
連系承諾 

契約申込みを受付した系統

連系希望者の連系点の上位

系統 

契約申込みを受付した系統

連系希望者の最大受電電力

の合計分 
 一般送配電事業者は、連系承諾の通知時点又は一括検討を完了する時点をもっ

て、当該一括検討の結果に基づき暫定容量を確定させる。 
 一般送配電事業者は、一括検討を中止する場合、暫定容量を取り消す。 

１０．２ 一括検討の中止について 

 一般送配電事業者は以下の場合において、本機関と協議の上、一括検討を中止

することができる。 

(a) 一括検討開始後に生じた法令の改正、電気の需給状況の極めて大幅な変動、

倒壊又は滅失による流通設備の著しい状況の変化、用地交渉の不調等の事

情によって、連系等を行うことが不可能又は著しく困難となった場合 

(b) 想定される増強工事の規模（工事費負担金の額及び工期を含む。）や過去の

事前相談及び接続検討の申込状況等を踏まえ、一括検討を継続したとして

も全ての系統連系希望者が連系できない蓋然性が高いと判断した場合 

 一括検討を中止する場合、一般送配電事業者は、開始申込みをした系統連系希

望者又は応募申込みをした系統連系希望者に対して、中止前に意見を聴取する。

ただし、意見を聴取することが不可能又は著しく困難である場合はその限りで

はない。 
                                                   
※40：本機関又は一般送配電事業者により一括検討を開始した場合（２．３参照）は、本機関又は

一般送配電事業者が開始に際し必要と判断した送電系統の容量分を確保する。 

※41：技術検討をやり直す場合は、その都度暫定容量を見直す。その場合、一般送配電事業者は、

その時点で辞退した又は辞退扱いを通知している系統連系希望者を、契約申込みを受付した系

統連系希望者から除外する。 
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 一般送配電事業者は、一括検討を中止する場合は、当該一括検討の経過や中止

する理由を公表するとともに、本機関に結果を報告する。 
 一般送配電事業者は、本機関から一括検討の中止又は中断の要請があった場合

は、当該要請に従うものとする。 

１０．３ 募集対象エリアにおける系統アクセス業務 

一括検討期間中の系統アクセス関係の申込み 
 一括検討が開始された場合、募集対象エリアの送電系統の連系可能量（現状の

容量を含む）が全て確保されることから、募集対象エリアでの系統アクセス関

係の申込みは、原則として、次のとおり取り扱う。 
申込内容 取扱内容 補 足 

事前相談申込

み 

部分回答又は

一括検討完了

後に回答 

・一括検討によって募集対象エリア内の系統状

況が変動するため、一括検討が完了し、系統

状況が確定した後に検討を開始する。 

・ただし、一括検討の完了前であっても、「発電

設備等の設置場所から連系点（想定）までの直

線距離」※42は、申込者が希望する場合は回答

する。 

接続検討申込

み 

一括検討完了

後に受付 

・新たな申込みは書類の受領までとし、検討料は

一括検討完了後に請求する。 

・一括検討によって募集対象エリア内の系統状

況が変動するため、一括検討が完了し、系統状

況が確定した後に検討を開始する。 

契約申込み 原則受付不可 ・一括検討の開始によって当該申込者の接続検

討回答の前提とした系統状況から変動が生じ

ているため、原則受付不可とする。ただし、接

続検討が不要な案件の契約申込みについては

受付する。 

（２）一括検討の開始に伴う申込済の事前相談及び接続検討の取扱い 

 募集対象エリア内において、事前相談の申込受付済で回答未受領（未回答）で

ある系統連系希望者は、当該事前相談の申込みを取り下げることができる。当

該系統連系希望者が、事前相談の申込みを取り下げない場合、一般送配電事業

者は、１０．３（１）の場合と同様に扱う。 
 募集対象エリア内において、接続検討の申込受付済で回答未受領（未回答）の

系統連系希望者が、一括検討に応募しない場合は、その系統連系希望者は、接

続検討の申込みを取り下げることができる。接続検討の申込みの取り下げを受

けた一般送配電事業者は、受領済の検討料を返還する※1424。なお、系統連系希望

                                                   
※42：高圧の送電系統に連系する場合は、連系点（想定）から連系を予定する配電用変電所までの

既設高圧流通設備の線路亘長 
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者が接続検討の申込みを取り下げない場合で一括検討に応募しないときは、一

般送配電事業者は、１０．３（１）に準じ、一括検討が完了し、系統状況が確

定した後に接続検討を開始する。 

１０．４ 辞退の手続きについて 

 一括検討から辞退を希望する系統連系希望者（以下「辞退者」という。）は、辞

退書を一般送配電事業者に提出する。 
 一般送配電事業者は、辞退書の内容を確認し、不備がなければ受付する。 

(a) 提出書類 

 辞退書※43 

(b) 提出先、提出方法、提出部数 

 応募申込みと同様（４．２（１）（b）～（d）参照）。 

１０．５ 募集対象エリア等を見直す場合 

 一般送配電事業者は、系統連系希望者の辞退等の理由により、一括検討におけ

る増強工事の規模等を見直すことができる。 
 一般送配電事業者は、一括検討における増強工事の規模等を見直す場合におい

て、一部の募集対象エリアを分割しても効率的な系統整備の観点等から影響が

ないと判断したとき、募集対象エリアを分割（縮小する場合も含む）すること

ができる。この場合、一般送配電事業者は、分割後の募集対象エリアにおいて、

個別の一括検討が開始されているものとして取扱う。 
 一般送配電事業者は、既存系統に連系可能量が増加したこと等で、全ての系統

連系希望者が共用する設備の増強工事がなくなった場合であっても、一括検討

を継続する。 
 一般送配電事業者は、効率的な系統整備の観点等から募集対象エリアを分割し

た場合は、一般送配電事業者のウェブサイトにその旨公表する。 
 一般送配電事業者は、効率的な系統整備の観点等から全ての系統連系希望者が

共用する設備の増強工事の規模等を見直した場合、系統連系希望者に対し、各

検討回答時にその旨通知する。 

１０．６ 系統連系順位が必要な場合の取扱い 

 一括検討においては、系統連系順位は、原則同順位であるが、系統連系順位を

決定する必要がある場合は、以下に基づき決定する。 

系統連系順位の決定が必要となる場合 
 系統連系順位は、次に掲げる場合及びその他の必要な場合において決定する。 

(a) 増強工事の規模縮小等により、一部の系統連系希望者が連系等を行うこと

が不可能又は著しく困難となった場合において、連系等を行うことができ

                                                   
※43：辞退書に押捺する印は、原則開始申込み又は応募申込みした際に使用した印と同一とする。 
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る系統連系希望者を決定するとき（１０．７参照） 

(b) 全ての系統連系希望者が辞退又は辞退扱いになる場合において、既存の送

電系統に増強工事を要せずに連系可能な系統連系希望者を決定するとき 

(c) 太陽光及び風力の３０日等出力制御枠に達していない一般送配電事業者

の送電系統において、太陽光及び風力の連系等に際し、３０日等出力制御

枠（周波数変動面）に関する系統連系希望者を決定する場合※44（別紙４参

照） 

(d) 全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の完了前に連系可能量

がある場合において、当該工事の完了前に連系可能となる系統連系希望者

を決定するとき（別紙５参照） 

系統連系順位の決定 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者の系統連系順位を負担可能上限額余剰分

単価が高い順に決定する。 
 負担可能上限額余剰分単価は次式にて算出する。 

 
 負担可能上限額余剰分単価［円／ｋＷ］ 
 ＝（負担可能上限額※45［円］（消費税等相当額除く）－工事費負担金※46［円］

（消費税等相当額除く））／最大受電電力［ｋＷ］ 
 

 系統連系順位は、再接続検討時に決定し、以降変更しない。 
 負担可能上限額余剰分単価を用いて系統連系順位が決定できない場合は、抽選

その他の公平性及び透明性が確保された手続きにより決定する。 

１０．７ 工事費充足の蓋然性が高い増強工事の検討が必要となる場合の取扱い 

 一般送配電事業者は、５．１に定める接続検討にて検討を実施した結果、全て

の系統連系希望者が共用する設備の増強工事の費用が高く、必要な工事費が充

足される蓋然性が低いと判断した場合は、全ての系統連系希望者が共用する設

備の増強工事の代替案として、極力多数の応募申込みを受付した系統連系希望

者が連系等を行える増強工事（以下「工事費充足の蓋然性が高い増強工事」と

いう。）の検討を実施する。 

工事費充足の蓋然性が高い増強工事に関する接続検討 
 一般送配電事業者は、工事費充足の蓋然性が高い増強工事を検討する場合は、

                                                   
※44：系統連系順位に基づいて、系統連系希望者の最大受電電力分を確保し、３０日等出力制御枠

の範囲内の系統連系順位の系統連系希望者までが枠内となる。 

※45：系統連系希望者が再接続検討申込み時に申告した負担可能上限額とする。 

※46：応募申込みを受付した全ての系統連系希望者の申込内容を前提とした接続検討の回答書に記

載している工事費負担金とする。 
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工事費充足の蓋然性が高い増強工事にて連系等を行うことができる可能性のあ

る系統連系希望者に対し、応募申込みを受付した全ての系統連系希望者の連系

等を前提とした接続検討に加え、工事費充足の蓋然性が高い増強工事を前提と

した接続検討を実施し、双方の結果を書面にて回答するとともに必要な説明を

行う。ただし、工事費充足の蓋然性が高い増強工事を前提とした接続検討の回

答においては、想定し得る様々な工事費負担金概算のうち一例だけを一義的に

提示することよりも、他の系統連系希望者の辞退及び連系等を行う組み合わせ

を考慮した負担金の規模感を申込者自らで判断することができるよう一括検討

全体の工事概要、連系可能量、工事費及び他の応募申込みを受付した系統連系

希望者の情報（最大受電電力、連系電圧、連系点等）を速やかに提示すること

により、検討期間の短縮に努める（別紙６参照）。 
 工事費充足の蓋然性が高い増強工事の基本的な考え方は以下のとおり。 

(a) 工事費充足の蓋然性が高い増強工事の規模は必要な工事費が充足される

蓋然性が高いと見込まれる規模のうち最大規模とする。 

(b) 一部の系統連系希望者が共用する設備（以下「その他共用設備」という。）

の工事の規模は、次のいずれかの小さい方を満たす最も合理的な規模とす

る。 

① その他共用設備を共用する系統連系希望者の最大受電電力の合計 

② 工事費充足の蓋然性が高い増強工事における連系可能量 

工事費充足の蓋然性が高い増強工事に関する再接続検討 
 一般送配電事業者は、再接続検討申込みを受付した全ての系統連系希望者の申

込内容を前提とした再接続検討において、必要な工事費が充足されない場合は、

工事費充足の蓋然性が高い増強工事の連系可能量以内の系統連系希望者の申込

内容を前提とした再接続検討を実施する。 
 一般送配電事業者は、系統連系順位にしたがって、再接続検討申込みを受付し

た系統連系希望者の中から、工事費充足の蓋然性が高い増強工事の連系可能量

以内の系統連系希望者を決定する。 
 一般送配電事業者は、系統連系順位にしたがって、再接続検討申込みを受付し

た系統連系希望者の中から、工事費充足の蓋然性が高い増強工事の連系可能量

以内の系統連系希望者を除く系統連系希望者を辞退扱いとする。 

１０．８ 負担可能上限額に関する原則外の取扱い 

 系統連系希望者が申告した又は再申告した負担可能上限額は、原則変更できな

い。ただし、（１）、（２）に該当した場合は、負担可能上限額を変更できる。 

再接続検討又は技術検討の際に、系統連系希望者が辞退扱いとなることでその

他の系統連系希望者が連鎖して辞退扱いになると見込まれる場合 
 一般送配電事業者が実施した再接続検討又は技術検討（以下「検討Ａ」という。）
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の結果、工事費負担金が負担可能上限額を超過する系統連系希望者（以下「超

過事業者」という。）が発生し、当該超過事業者を除外した再接続検討又は技術

検討（以下「検討Ｂ」という。）の結果、更なる超過事業者が発生する場合は、

超過事業者の連鎖による検討期間の長期化を防ぐため、検討Ａにおける超過事

業者が工事費負担金を負担できるか確認する（別紙７参照）。 

(a) 負担可能上限額変更手続き（別紙７参照） 

 検討Ａの結果、超過事業者が発生し、検討Ｂの結果、更なる超過事業者が

発生する場合は、一般送配電事業者は、検討Ａにおける全ての超過事業者

に対し、負担可能上限額を検討Ａで算出した工事費負担金額に変更する意

思を有するか否かを確認する。 
 検討Ａにおける全ての超過事業者が負担可能上限額の変更の意思を有する

場合、一般送配電事業者は、追加の保証金※23 の支払いについて通知する。

なお、負担可能上限額の変更の意思を有さない超過事業者がいる場合、一

般送配電事業者は、検討Ａにおける全ての超過事業者を辞退扱いとする。 
 一般送配電事業者は、期限内に検討Ａにおける全ての超過事業者から追加

の保証金が入金されていることを確認できた場合は、全ての超過事業者の

負担可能上限額を変更し、検討Ａの結果を全ての系統連系希望者に回答す

る。 
 一般送配電事業者は、期限内に検討Ａにおける全ての超過事業者から追加

の保証金が入金されていることを確認できない場合は、一般送配電事業者

は、当該超過事業者を負担可能上限額の変更の意思を有さない系統連系希

望者とみなし、検討Ａにおける全ての超過事業者を辞退扱いとする。 

負担金契約を締結しない、又は負担金契約を履行しない系統連系希望者が発生

したことにより、超過事業者が見込まれる場合 
 負担金契約を締結しない、又は負担金契約に基づいた工事費負担金を支払期限

までに入金しない系統連系希望者が発生した場合は、以下の手続きにより再度

の技術検討を実施する。 

(a) 負担可能上限額変更等手続き 

 一般送配電事業者は、工事費負担金を入金しない系統連系希望者に対し、

支払い催告の手続きを行うとともに負担金契約を履行した系統連系希望者

に対し、支払い催告の手続きを行っている旨通知する。 
 一般送配電事業者は、催告後も工事費負担金を入金しない系統連系希望者

及び負担金契約を締結しない系統連系希望者（以下総称して「負担金契約

不履行者」という。）を辞退扱いとし、負担金契約不履行者が締結した負担

金契約を解除し、負担金契約不履行者に対し、その旨を通知するとともに

補償契約に基づいた対応を行う。また、負担金契約を履行した系統連系希

望者に対し、負担金契約不履行者が発生した旨通知する。 
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 一般送配電事業者は、上記通知後、負担金契約不履行者を除外した上で、

負担金契約を履行した全ての系統連系希望者の申込内容を前提とした技術

検討を開始する。 

 技術検討の内容は７．３と同様とする。 

 一般送配電事業者は、負担金契約不履行者の発生に伴い、負担金契約不履

行者及び負担金契約を履行した全ての系統連系希望者の申込内容を前提と

した増強工事について、負担金契約を履行した系統連系希望者が負担する

場合の工事費負担金を原則５営業日以内に再算定する。 

 再算定した工事費負担金により、超過事業者が見込まれる場合、一般送配

電事業者は、負担金契約を履行した系統連系希望者に対し、負担可能上限

額の変更の意思を有するか否かを確認する。 

 系統連系希望者が負担可能上限額の変更の意思を有する場合、一般送配電

事業者は、変更された負担可能上限額を用いて技術検討を実施する。なお、

負担可能上限額の変更に基づく追加の保証金は不要とする。 

 系統連系希望者が負担可能上限額の変更の意思を示さない場合は、負担可

能上限額を変更しないものとして取り扱う。 

 一般送配電事業者は、技術検討を実施後、負担金契約を履行した系統連系

希望者に対し、技術検討の結果を回答するとともに、工事費負担金の額等

が変更となる場合は、工事費負担金契約を変更する。 

１０．９ 工事完了後の補償金、工事費負担金の精算について 

工事完了後における補償金、工事費負担金の精算 
 一般送配電事業者は、辞退した又は辞退扱いとなった系統連系希望者から没収

した保証金を充当する。充当先は、保証金を没収された系統連系希望者が工事

完了により確定した工事において共用することが見込まれた設備の工事費とし、

充当する額は、共用することが見込まれた設備の工事費の比で按分した額とす

る。 
 一般送配電事業者は、系統連系希望者が入金した工事費負担金と工事完了によ

り確定した工事費負担金の差額を精算する※47。 
 一般送配電事業者は、補償金を負担した系統連系希望者がいる場合で、工事完

了により確定した工事費が、補償金の算定時に前提とした工事費を下回ってい

ることにより、補償金の減額が生じているときは、当該系統連系希望者も含め

て精算する。ただし、優先的な返金（１０．９（２）参照）により、当該設備

に係る補償金が全て返還されている場合は除く。 
 一般送配電事業者は、補償金を負担した系統連系希望者がいる場合で、工事完

了により確定した工事費が、補償金の算定時に前提とした工事費を上回ってい

る場合であっても、当該系統連系希望者が負担した補償金を超過する差額の精

                                                   
※47：一括検討完了後の調査測量や工事の結果として、工事費負担金が増減することがある。 
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算は行わない。 

工事完了後の新規発電設備連系における補償金、工事費負担金の精算 
 一般送配電事業者は、設備の使用開始後３年経過するまでの間に、新たに当該

設備を利用する系統連系希望者（以下「新規利用事業者」という。）があった場

合は、一般送配電事業者が公表した工事費負担金の具体的な算出方法に基づき、

当該設備の使用開始当初から新規利用事業者も共用するとして算定したときの

工事費負担金が既に申し受けた工事費負担金を下回るときは、原則として、そ

の差額を精算する。 
 一般送配電事業者は、前述の精算において、補償金を負担した系統連系希望者

がいる場合は、新規利用事業者の工事費負担金等は当該系統連系希望者に優先

的に返還する※24。ただし、補償契約を負担した系統連系希望者が複数いる場合

は、当該系統連系希望者が負担した補償金の額に応じて、按分した額とする。 
 一般送配電事業者は、工事費負担金の精算を、原則として、工事完了後、年度

ごとに１回実施する。 

１０．１０ リプレース案件系統連系募集プロセスから移行した案件の取扱い 

 リプレース案件系統連系募集プロセスの連系希望量が、プロセス対象送電系統

の接続可能量を超える場合、本機関は、一般送配電事業者に対し一括検討の開

始を要請する。 

 一般送配電事業者は、本機関から暫定的に確保すべき容量について通知を受け

た場合には、当該通知内容に従って送電系統に暫定的に容量を確保する。 

 一般送配電事業者は、リプレース案件系統連系募集プロセスから移行した一括

検討を開始する場合、増強パターン１及び増強パターン２を除く一括検討の開

始に必要な前提条件を定め、これを公表する。 
 一般送配電事業者は、当該一括検討において応募受付は実施せず、リプレース

案件系統連系募集プロセスにて応募申込みを受付した系統連系希望者を対象に、

一括検討における接続検討（５．接続検討参照）から実施する。 

１０．１１ 全ての系統連系希望者が共用する設備を電源線として利用する場合の取

扱い 

 全ての系統連系希望者が共用する設備の一部区間を電源線として利用する場合、

当該区間の工事費負担金は電源線に係る費用に関する省令に基づき算定され、

当該区間以外の区間の工事費負担金は費用負担ガイドラインに基づき算定され

る（図５参照）。 
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図５ 電源線省令の考え方が適用される範囲の例 

１１．本書に記載のない事項について 

 本書に記載の無い事項については、本機関の定款、業務規程、送配電等業務指

針及びウェブサイトに公表する内容の他、一般送配電事業者の託送供給等約款

並びに関連諸法令によるものとする。 
 一般送配電事業者は、本書が前提としていない事象が生じた場合、その扱いを

検討し、本機関に相談の上決定し、関係者に通知又は公表する。 
 

以 上 
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別紙１　一括検討の標準的な流れ

否

 要

※1 申込時に負担可能上限額を申告し、保証金を入金する。

※3 辞退による再度の技術検討等の理由により期間が変更となる場合がある。

最短12か月

程度※3

※2 負担可能上限額を増額する場合は、必要となる追加の保証金を入金する。

連系等に必要となる
契約手続き

工事
着手

一括検討の完了

結果公表

工事費負担金契約の締結
工事費負担金入金

（必要に応じて）
技術検討・現地調査

契約申込みの結果回答
連系承諾

契約申込み・受付・
工事費負担金補償契約

の締結

2
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営
業
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業
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1
か
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（
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要
に
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て
）

6
か
月
程
度
又
は

合
意
し
た
期
間

実施ステップ・スケジュール 本機関

接続検討
3か月
程度

応募申込みの受付

開始の公表

一括検討の開始申込み

1か月
程度

2か月
程度

系統連系希望者一般送配電事業者

契約申込み

受付締切

(4.3)応募受付締切

(5.1)接続検討

(4.2)応募

(5.2)接続検討結果回答

事業性判断

(8.1)工事費負担金契約の締結

(6.1)申込み※1

再接続検討

受付締切

再接続検討

受付開始

(7.4)契約申込みの結果回答、

連系承諾通知

(7.2,7.3)

技術検討・現地調査

(2.1)開始申込み内容確認

申込受付開始確認

(3.1)開始公表

(4.1)応募受付開始

(6.2)再接続検討

(6.3)再接続検討結果回答

事業性判断

(7.1)申込み※2

契約申込み

受付開始

工事費負担金補償契約の締結

技術検討、
現地調査要否

(8.2)

工事費負担金入金
入金確認

(9)一括検討の完了

結果公表結果確認

連系等に必要となる契約手続き



別紙２ 一括検討の開始に必要な前提条件及び応募申込みの受付開始時に公表する内容について 

（１） 一括検討の開始に必要な前提条件について 

項 目 内 容 情報公表イメージ 

事実関係 開始情報 ①開始理由（概要、事業者情報除く） 

②開始年月日 

募集対象エリア ①募集対象エリアの市町村 

②募集対象エリアとなる可能性がある市町村 

既存の 

連系可能量状況 

①増強対象設備（送電線、変圧器等） 

②運用容量（増強前容量） 

③連系可能量（増強前容量、開始申込みをした系統連系

希望者を除く） 

増強パターン１ 増強の概要 ①増強工事の概要（当該一括検討において、全ての系統

連系希望者が共用する設備対策のみ） 

②工事費（当該一括検討において、全ての系統連系希望

者が共用する設備対策のみ：標準工事費記載） 

増強による 

連系可能量状況 

①運用容量（増強後容量） 

②連系可能量（開始時点の増強後容量、開始申込みをし

た系統連系希望者を除く） 

応募概要 検討スケジュール ① 申込期間 

② 申込み締切り以後のスケジュール 

 

（２）増強パターン２及び応募申込みの受付を開始するために必要な内容 

項  目 内  容 情報公表イメージ 

開始公表時点から

の変更情報 

変更情報 ①変更理由（概要、当該系統連系希望者の情報除く） 

募集対象エリア ①募集対象エリアの市町村 

②追加の募集対象エリアの市町村 

増強による 

連系可能量状況 

①変更後の増強対象設備（送電線、変圧器等） 

②変更後の運用容量（増強前容量） 

③変更後の連系可能量（増強前容量、開始申込みをした系

統連系希望者を除く） 

増強パターン２ 増強の概要  ①応募が想定される全ての系統連系希望者が募集対象エ

リアに連系等した場合の増強工事の概要 

増強による 

連系可能量状況 

①増強パターン２の運用容量（増強後容量） 

②増強パターン２の連系可能量（増強後容量、開始申込み

をした系統連系希望者を除く） 

 

以  上 



別紙３ 負担可能上限額の考え方（例：再接続検討におけるイメージ）

・再接続検討申込みをしなかった系統連系希望者Ｅ、Ｆを除外し、再接続検討を実施。
・再接続検討の結果、系統連系希望者Ｄ及びＪの工事費負担金が負担可能上限額を超過した。
⇒系統連系希望者Ｄ、Ｊを辞退扱いとする。
⇒系統連系希望者Ｄ、Ｊを除外し、残りの系統連系希望者（Ａ～Ｃ、Ｇ～Ｉ）で
再接続検討（２回目）を実施し、全ての系統連系希望者が負担可能上限額以内であれば
その検討結果を回答する。

⇒回答の際、系統連系希望者Ｄ、Ｊは負担可能上限額超過による辞退扱いになった旨を通知する。

負担不可

【２－２】再接続検討

（ある系統連系希望者の工事費負担金が、当該系統連系希望者が申告した負担可能上限額を超過する場合）

・再接続検討申込みをしなかった系統連系希望者Ｅ、Ｆを除外し、再接続検討を実施。
・再接続検討の結果、全ての系統連系希望者の工事費負担金が負担可能上限額以内となった。

⇒再接続検討完了とし、検討結果を回答する。

【２－１】再接続検討（全員の工事費負担金が負担可能上限額以内の場合）

特定負担（工事費負担金）

一般負担

A B C D E F G H I J

未
申
込
み

負担可能上限額申告値

【１】 再接続検討申込み

・再接続検討申込み時に各系統連系希望者は負担可能上限額を申告する。
（図では系統連系希望者Ｅ、Ｆは再接続検討申込みをしなかった場合として
いる）

金
額

未
申
込
み

A B C D G H I J

金
額

※ここでは一般負担は4.1万円/kW未満とする

応募申込みをした系統連系希望者

特定負担（工事費負担金）

一般負担

A B C D G H I J

金
額

※ここでは一般負担は4.1万円/kW未満とする

負担不可
系統連系希望者Ｄ、Ｊを除外した残りの
系統連系希望者（Ａ～Ｃ、Ｇ～Ｉ）で再
接続検討を実施する。



別紙４ ３０日等出力制御枠の容量確保タイミング等 

 一括検討において３０日等出力制御枠の容量を確保するタイミング等は、通常の契約申込みにおける

取扱い等を考慮して、次のとおりの取扱いとする。 
 一括検討 （参考）通常の契約申込み 
容量確保のタイミング 再接続検討回答時点 

 
契約申込みの受付時点 
（系統連系順位の決定時点） 

確保する容量 再接続検討の回答を行った系統

連系希望者の最大受電電力の合

計分 

契約申込みを受付した系統連系

希望者の最大受電電力分 

 
 再接続検討の回答を行った系統連系希望者に対し、系統連系順位に基づき３０日等出力制御枠の容量

を確保する。 
 一般送配電事業者は、３０日等出力制御枠内の系統連系順位の系統連系希望者には、３０日等出力制

御枠内である旨を、再接続検討回答において通知する。 
 一般送配電事業者は、３０日等出力制御枠を超える系統連系順位の系統連系希望者には、無制限・無

補償での出力制御を行う場合がある旨を、再接続検討回答において通知する。 

  

図６ ３０日等出力制御枠の容量確保のタイミング等のイメージ 

以  上 
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別紙５ 全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の完了前に連系可能量がある場合について 

 一般送配電事業者は、次に示す事例のように全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の

完了前に連系可能量がある場合には、当該連系可能量の範囲内の系統連系順位の系統連系希望者

を、当該増強工事の完了前であっても連系可能とし※1、2、3、再接続検討回答に合わせて当該系統連

系希望者に対し、その旨通知する。ただし、技術検討を行う場合は、再度同様の検討を行い、変更

があるときは技術検討回答時にその旨通知する。 
 
〔事例１〕全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事が複数の工事で成り立っている場合で、

一部の工事が完了すると連系可能量が一部増加する場合 

 
 
〔事例２〕一括検討の開始以降に既契約申込者が契約申込みを取り下げた等により、連系可能量が

生じる場合 

 
以  上 

                                                   
※1：系統連系希望者が実際に連系するにあたっては、当該系統連系希望者の連系に必要な電源線工事や

その他共用設備工事等が完了している必要がある。 

※2：系統連系希望者の最大受電電力が、全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の完了前の連

系可能量から当該系統連系希望者よりも系統連系順位が上位の系統連系希望者の最大受電電力の合

計値を控除した連系可能量を超過する場合には、原則として、当該増強工事の完了前に連系等を行

うことはできない（事例１において、系統連系希望者Ｃが連系できない）。 
※3：連系可能量が生じる場合においても、熱容量以外の要因（電圧変動面等）により、全ての系統連系

希望者が共用する設備の増強工事の完了前に連系等を行うことができない場合がある。 



  

 

別紙６．申込者情報を用いた一般計算例 

一般送配電事業者は、応募申込みを受付した系統連系希望者の事業性判断等の一助となるよう一括

検討全体の工事概要、連系可能量、工事費及び他の応募申込みを受付した系統連系希望者の情報（最

大受電電力、連系電圧、連系点等）を接続検討回答書に添付する。系統連系希望者は、添付された資

料を基に他の系統連系希望者の辞退を考慮した負担金の規模感を判断する。 

 本資料は、系統連系希望者が負担金の規模感を想定するための一助となるよう、提示された情報

（例）を用いた一般的な計算例を示している。 

 

【例１】 

系統連系希望者が提示された情報（例）のＧ１である場合、以下のように工事費負担金の上限額

（必要な工事を一系統連系希望者にて負担）を計算することができる。 

①１５４ｋＶ／６６ｋＶ 変圧器増強工事の単独負担：１５億円 

②６６ｋＶ ○線一部増強工事の単独負担：１０億円 

③電源線の単独負担：５億円 

合計：３０億円 

 

【例２】 

系統連系希望者が提示された情報（例）のＧ１である場合、以下の計算によって工事費負担金の下

限額（必要な工事を全ての系統連系希望者にて負担）を計算することができる。 

① １５４ｋＶ／６６ｋＶ 変圧器増強工事の共同負担：１５億円×１０ＭＷ※1÷４０ＭＷ※2 

②６６ｋＶ ○線一部増強工事の単独負担：１０億円×１０ＭＷ※1÷３０ＭＷ※2 

③電源線の単独負担：５億円×１０ＭＷ※1÷２０ＭＷ※2 

合計：９．５８億円 

  ※1 Ｇ１の最大受電電力 

  ※2 当該設備を共用する系統連系希望者の最大受電電力合計値 

 

【工事概要、連系可能量、工事費】                       

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

154kV 

66kV 

66kV 

33kV 

②66kV ○線一部増強工事 
+20MW 
（特定 10億円、一般 5億円） 

G3 

G１～G4 が申込電源 

（すべて 10MW） 

③電源線（特定 5億円 
 一般 1億円） 

G4 

G1 

G2 

※連系点は、線路名称、変電所名 
（例：〇〇線、□□変電所▲kV母線）等を記載する。 

【凡例】 
A:連系前の連系可能量 
B:増強後の連系可能量 

A:１５MW 

B: ５MW 

A: ２MW 
B:１２MW 【Ｇ１に提示する申込状況例】 

①154/66kV 変圧器増強工事 
＋50MW（特定 15億円、一般 5億円） 

提示された情報（例） 



ＦＡＱ 

【Ｑ１】計算例ではなく、実際の系統において算定した負担金の下限額を教えてほしい。 

【Ａ１】一部応募者が連系できない規模の回答においては、一括検討の手続等に規定されているとお

り、工事費負担金概算の一例を一義的に提示することよりも速やかに回答することを志向し

ております。 

負担金は系統連系希望者の最大受電電力の比により算定されますが、そのためには連系等

を行う系統連系希望者を決定する必要があります。しかし、接続検討の段階においては連系

等を行う系統連系希望者の組み合わせが非常に多いため、御社の負担金が最小となる組み合

わせを決定するために時間を要しますし、全ての系統連系希望者に同様の対応を行うと膨大

な時間を要します。プロセス短縮化の主旨にご理解ご協力いただくようお願いいたします。 

なお、御社が共用する設備を共用する他の系統連系希望者の最大受電電力を小さい順に積

上げていくことを考慮することで、負担金の下限額に近づく傾向があります。 

【Ｑ２】負担金の最大額を教えてほしい。 

【Ａ２】接続検討の回答において御社が共用する設備の工事費負担金概算を合計した額が負担金の 

最大額になります。 

ただし、増強工事の規模は一括検討の手続等に規定されている考え方にしたがい選定され

ており、一般的に複数の系統連系希望者が連系等を行う規模となっております。再接続検討

の結果、御社が単独で連系等を行うことになり、増強工事の規模が見直された場合、接続検

討の回答において提示された工事費負担金概算よりも小さい額になる傾向があります。 

【Ｑ３】増強工事の規模はどのように選定したのか。 

【Ａ３】全ての系統連系希望者が共用する設備の増強工事の代替案として極力多数の応募申込みを受

付した系統連系希望者が連系等を行える増強工事（工事費充足の蓋然性が高い増強工事）の

規模については、必要な工事費が充足される蓋然性が高いと見込まれる規模のうち最大規模

としています。 

また、一部の系統連系希望者が共用する設備（その他共用設備）の工事の規模は、その他共

用設備を共用する全ての系統連系希望者が連系等を行うことができる最も合理的な規模規模

としています。 

以  上 



別紙７ 超過事業者が連鎖する場合における、負担可能上限額を変更するイメージ
（例：接続検討⇒再接続検討におけるイメージ）

A B C D E F G H I J

特定負担（工事費負担金）

一般負担

A B C D E F G H I J

未
申
込
み

負担可能上限額申告値

【１】 接続検討結果回答

A B C D G H

・未申込み事業者Ｅ、Ｆを除外し、
再接続検討（１回目）を実施。

・再接続検討（１回目）の結果、事業者Ｉ及びＪが負担不可
（工事費負担金＞負担可能上限額）となった。

A B C D G H I J

・再接続検討（１回目）で負担不可となる超過事業者Ｉ、Ｊを除外し、
再接続検討（２回目）を実施。

・再接続検討（２回目）の結果、更に系統連系希望者Ｇ、Ｈが負担不可と
なった。

・超過事業者Ｉ、Ｊに負担可能上限額の変更を確認。

【２】 再接続検討申込み

【３】 再接続検討（１回目）

応募申込みした系統連系希望者

・系統連系希望者Ｅ、Ｆは事業を断念し、
再接続検討に申し込まなかった

【４】 再接続検討（２回目）

（注意）
・再接続検討（２回目）の結果、事業者Ｇ、
Ｈを含む全系統連系希望者が負担可（工
事費負担金＜負担可能上限額）となる場
合は、負担可能上限額の変更を確認を実
施しない。

・この場合、再接続検討（２回目）の結果
をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈに回答。系統
連系希望者Ｉ、Ｊは辞退扱い。

・系統連系希望者へ
接続検討結果を回答

A B C D G H I J
A B C D G H I J

A B C D G H

負
担
不
可

再接続検討（２回目）の結果

【５】 負担可能上限額の変更確認

・超過事業者Ｉ、Ｊに再接続検討（１回目）の工事費負担金及び
不足額を通知のうえ、負担可能上限額の変更確認を実施。

不足額

（注意）
・負担可能上限額変
更の意思表明は、
１５営業日以内

・負担可能上限額を
変更する場合は、
追加デポジットを
入金（請求後５営
業日以内）

【６-１】超過事業者Ｉ、Ｊが変更可の場合

・超過事業者Ｉ、Ｊの負担可能上限額の変更が認められ、事業者Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊに再接続検討（１回目）の結果を回答。

【６-２】事業者Ｉ、Ｊのいずれか、もしくはいずれも変更不可の場合

A B C D G H I J

辞
退
扱
い

・超過事業者Ｉ、Ｊの負担可能上限額の変更は認められず、辞退扱い
・超過事業者Ｉ、Ｊを除外し、再接続検討（２回目）の状況となる

再接続検討（１回目）の結果

再接続検討（１回目）の結果再接続検討（１回目）の結果

（注意）
・追加デポジットの入
金がない場合、不足
する場合は超過事業
者Ｉ、Ｊは辞退扱い
となる（【６-２】
と同じ）

・再接続検討（２回目）の状態では、
事業者Ｇ、Ｈが負担不可となるた
め、事業者Ｇ、Ｈを除外し、再接
続検討（３回目）を実施する。

・以降、【４】～【６】を繰り返す。

変更後の負担可能上限額

辞
退
扱
い

負
担
不
可

未
申
込
み

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

負
担
不
可

上
限
額
変
更

上
限
額
変
更

※ここでは一般負担は4.1万円/kW未満とする




